
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 

 

 

上尾市教育委員会１２月定例会 議案 
  



 

 

議   案   名  

 

議案第４６号  上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規

則の制定について  ------------------------------------------------- １  

議案第４７号  上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する

規程の一部を改正する訓令の制定について  ------------------ ７  

 

 

 

 

 



 

－ １ － 

議案第４６号  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定につい

て  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則を次のように定め

る。  

令和５年１２月２２日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則  

上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年上尾市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。  

第１７条の１３中「第７号様式の１６」を「第７号様式の１８」に改め、

同条を第１７条の１５とする。  

第１７条の１２中「第７号様式の１５」を「第７号様式の１７」に改め、

同条を第１７条の１４とする。  

第１７条の１１第１項中「第７号様式の１４」を「第７号様式の１６」に

改め、同条を第１７条の１３とする。  

第１７条の１０第１項中「第７号様式の１３」を「第１７号様式の１５」

に改め、同条を第１７条の１２とし、第１７条の９の次に次の２条を加える。  

（高齢者部分休業の承認申請）  

第１７条の１０  職員は、地方公務員法第２６条の３第１項の規定により高

齢者部分休業の承認の申請をしようとするときは、教育長が別に定める日

までに、高齢者部分休業承認申請書（第７号様式の１３）を教育委員会に

提出しなければならない。  

２  教育委員会は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申

請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることがで

きる。  

（高齢者部分休業の変更承認等申請）  

第１７条の１１  高齢者部分休業をしている職員は、現に承認を受けている

高齢者部分休業の一部を変更し、又は取消しをしようとするときは、高齢

者部分休業変更承認等申請書（第７号様式の１４）を教育委員会に提出し

なければならない。  



 

－ ２ － 

２  前条第２項の規定は、前項に規定する申請について準用する。  

第７号様式の１６中「（第１７条の１３関係）」を「（第１７条の１５関

係）」に改め、同様式を第７号様式の１８とする。  

第７号様式の１５中「（第１７条の１２関係）」を「（第１７条の１４関

係）」に改め、同様式を第７号様式の１７とする。  

第７号様式の１４中「（第１７条の１１関係）」を「（第１７条の１３関

係）」に改め、同様式を第７号様式の１６とする。  

第７号様式の１３中「（第１７条の１０関係）」を「（第１７条の１２関

係）」に改め、同様式を第７号様式の１５とし、第７号様式の１２の次に次

の２様式を加える。   



 

－ ３ － 

第７号様式の１３（第１７条の１０関係）  

（表） 

 

高齢者部分休業承認請求書 
年  月  日  

 上尾市教育委員会 様 

                        校   名              

                        職   名              

                        氏   名              

次のとおり高齢者部分休業の承認を請求します。 

 

１ 申請期間 
   年  月  日 から     年  月  日 まで 

                   （定年退職日） 

 

  

  

 

２ 休業時間 

（１週間当たり） 

      時間 

 （内訳                         ） 

 

  

  

 ３ 申請理由 

 

 

 

 

 

（注）１ 「２ 休業時間（１週間当たり）」欄は、申請しようとする休業時間の内訳を併記すること。 

２ 高齢者部分休業の承認の取消しを申請する場合は、裏面に記入し、申請することができる。 



 

－ ４ － 

 

（裏）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受 理 
高齢者部分休業の承認の 

請求を取り消す時間 

時間数 備考 

 

 
決 裁 

権 者 
   月 日 午  前 午  後  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）受理欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

 

 

  



 

－ ５ － 

第７号様式の１４（第１７条の１１関係）  

 

 

高齢者部分休業変更承認等申請書 
年  月  日  

  上尾市教育委員会 様 

                        校   名              

                        職   名              

                        氏   名              

次のとおり高齢者部分休業の承認を請求します。 

 

１ 変更・取消し 

  の理由 
 

 

  

  

 

２ 変更後の期間    年  月  日 から     年  月  日 まで 

 

  

  

 

３ 変更後の 

  休業時間 

（１週間当たり） 

      時間 

 （内訳                         ） 
 

（注）「３ 変更後の休業時間（１週間当たり）」欄は、変更の承認を申請しようとする休業時間の

内訳を併記すること。 



 

－ ６ － 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正前の上尾市立小・中学校職員服務規程第７号様式の

１３、第７号様式の１４、第７号様式の１５及び第７号様式の１６による

用紙は、当分の間、これに所要の修正を加え、なお使用することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年埼玉県条例第３０号）の

施行に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出する。  



 

－ ７ － 

議案第４７号  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改

正する訓令の制定について  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。  

令和５年１２月２２日提出  

上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

   上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改

正する訓令  

 上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程（平成２２年上

尾市教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。  

別表第２学校教育部学務課の表２の項第４号の次に次のように加える。  

(4)の２  職員の高齢者部分休業に関する条例（令

和４年埼玉県条例第３０号）により県費負担

教職員の高齢者部分休業を承認し、又は当該

承認を変更し、若しくは取り消すこと。  

  ○   

   附  則  

この訓令は、公布の日から施行する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年埼玉県条例第３０号）の

施行に伴い、所要の改正を行いたいので、この案を提出する。  


